
般 質 問 通 告

(令和 5年 12月 定例会)

実施 日 質問順位 氏 名

12/7
(木 )

1 17番議員 木 村
.修 寿

2 2番議員 川久保 皆 実

3 13番議員 小久保 貴 史

4 23番議員 橋 本 佳 子

5 7番議員 山 中 真 弓

6 26番議員 塩  田 尚

7 21番議員 浜 中 勝 美

12/8
(`Ω法)

8 6番議員 あさの えくこ

9 8番議員 小森谷 さやか

10 4番議員 川 村 直 子

11 14番議員 皆 川 幸 枝

12 22番議員 飯 岡 宏 之

13 24番議員 小 野 泰 宏

12/11

(月 )

14 27番議員 金 子 和 雄

15 5番議員 中 村 重 雄

16 19番議員 塚 本 洋 二

17 1番議員 小 村 政 文

18 16番議員 木 村 清 隆

19 11番議員 黒 田 健 祐



像、5114121

一般 質 問発 言通告 書

|1月 立十日

,∂ 分 受 付

枚)No.1
下記の事項について、

・
質問 したいので通告 します。

令和 5年 H月 21日

つ くば市議会議長 様

つくば市議会議員  木村 修寿

質 問 事 項 要 』
口 答 弁 者

1 認知症について

2 す般廃棄物の最

終処分について

3 新設校等につい

て

2023年 6月 に、認知症になつても安心して暮

らせる「共生社会の実現を推進するための認知

症基本法」が公布されました。認知症にまつわ

る環境は大きく変わつていくものと思います。

市としては今後どのように取り組んでいくの

かお伺いいたします。

一般廃棄物の焼却灰等の最終処分は、現在で

は県外の民間処分場で埋立または再資源化を行

つています。今後の長期的な最終処分について、

市としてはどのように考えているのかお伺いい

たします。

みどりの南小学校・中学校が令和 6年 4月 に

開校予定であり、学校敷地内に児童クラブが開

所されますが、以下伺います。
｀

(1)開校準備委員会のこれまでの取組

(2)通学′路の安全対策   ―

(3)児童クラブの運営

(4)市民の施設利用等

市長

担当部長

市長

担当部長

市長

教育長

担当部長

※ 一般質問を行うに当たつては,明確な答弁を求めるため,会議規則第52条編
注 1の とおり,通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入さ

れるようお願いします。

令和

午漁
年

時

ζ

ｇ

１

一



ノつ51142ィ

一 般 質 問発 言 通 告 書

令 和 5 年 11月 21日
午 前 8時 30分 受 付

(通告書 2枚 )No。 1

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令和 5年 11月 21日

つ くば市議会議長 様

つ くば市議会議員 川久保 皆実

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。        、

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

1 不登校児童生徒
への支援策につい

て

2 保育所等のセキ

ュリティ紺策につ

いて

不登校児童生徒への支援策のうち、以下の取

組に関する課題及び当該課題への対応方針を

伺います。

(1)校内フリースクール

(2)民間の不登校児童生徒支援施設の利用者

及び運営者への補助事業

保育所等のセキュリティ対策について、以下の

点を伺います。なお、本質問において保育所等と

は、認可保育所、地域型保育事業、幼保連携型認

定こども園及び認可外保育施設を指します。

(1)令和 5年 H月 1日 につくば市内の公立保

育所の敷地から3歳児が抜け出した事案を

踏まえ、当該保育所及びその他の保育所等で

の再発防止のために、どのような対策を講じ

たか。

(2)児童の抜け出しや不審者の侵入を防止す

るため、保育所等の敷地境界部分の門扉を

施錠することの必要性についてどのように

お考えか。

(3)つ くば市内の保育所等における門扉の施

錠管理状況

市  長

担当部長

長

長

長
育
摯

市

教

担



質 問 事́ 項 要 』
日 答 弁 者

3 改正児童福祉

法施行への対応

について

令和 6年 4月 1日 の改正児童福祉法施行によ

り、市町村に対して新たに努力義務が課される以

下の事項について、つくば市としてどのように姑

応する方針かを伺います。

(1)こ ども家庭センターの設置及び地域子育

て相談機関の整備

(2)子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠

点事業及び親子関係形成支援事業の実施

市  長

担当部長

つくば市議会議員 川久保 皆実 No。 2

※ 一般質問を行 うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



点 511121

市

ハ

一般質問発言通告書

令和 5年 H月 21日

午前 `ワ 時 ,つ 分 受 付

(通告書  1 枚 )No。 1

下記の事項について、質問したいので通告します。

令和 5年 H凋 21日

つくば市議会議長 工頭 泰誠 様

つ

質 問 事 項 要 一
日 答弁者

1 リサイクルにつ

いて

2 災害対策につい

て

3 農業政策につい

て

市発注の維持管理委託業務で発生する一般廃

棄物である剪定枝、刈草及び刈芝の数量とリサ

イクル活用の考え方について、伺います。

河)|1等の維持管理における桜川の水門の樋門・

樋管の管理体制について、現在の状況を伺いま

す。

以下、伺います。

(1)新規就農者数と認定農業者数の推移状況と今

後について

(2)農地の集約・集積における農地中間管理機構
の活用と大区画農業基盤整備を推進する考えと

】子来について

市長

担当部長

担当部長

担当部長

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第 52条編注
1の とおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入され

るようお願いします。

ヽ



R.5,14124

一.般 質 問発 言 通 告 書

令和『 年 十1月 2+日

午イ笙 1時 牛θ分 受 付

(通告書 2枚)No。 1

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令和 5年 11月 21日

つ くば市議会議長 様

つくば市議会議 絡木 件子

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 』
日要 答弁者

2 就学援助費の

拡充について

1 市営住宅につ|

いて

3 職員の給与の

男女の差異につ

いて

2020年 2月 に国から連帯保証人の見直しについ

ての通知があった。住宅に困窮する低額所得者への

住宅提供という目的に照らしても廃止すべきと考

えるが、見解をお聞かせください。

国の援助費の項目で市が実施していない項目に
ついても実施すべきと考えるが、見解をお聞かせく
ださい。

市の公表 した給与の男女間格差が顕著にみ られ

る理由は、会計年度任用職員に女性が多いことが大

きく関わつていると考えるが、そのほかにどのよう

な要因があると考えられるか見解をお聞かせくだ

さい。             '
また、保育士や保健師、臨床心理士など専門性の

高い分野において、正職員と変わらない勤務環境で

繰り返し雇用されることが常態化している。会計年

度任用職員ではなく、正規職員として雇用すること

|ビ
捺言寛4:誓拠ぎ勲恙奪梶怒歌〒

につながると考え

市  長

担当部長

市

教

市  長

担当部長

長

育 長

部長担 当



質 問 事 項 要 』
ロ 答弁者

4 東海第 2発電所
について

避難計画の避難所面積の変更による課題につ
いて、県は避難所面積を1人 2だから3ポに変更
したが、それに伴い、つくば市が受け入れる人数
に変更はあるのか、また、施設数の過不足はある
のか、水戸市との協議はどのようになつているの

かお聞かせくださいと

市  長

担当部長

つ くば市議会議員 橋本 佳子 No.2

※ ァ般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



中

/Ⅲ

旅 514112 1

一 般 質 問発 言 通 告 書

令和 ;年 十1月 )f

午″々 I Πtt ψケ分 受
(通告書 必 本文)No.

下記の事項について、質問したいので通告 します。

令和 5年  11月  21日

つ くば市議会議長 様

つくば市議会議員   山中 真弓

質 問 事 項 要 一
日 答 弁 者

l 洞峰公園の位置づ

けと市内施設及び河

峰公園内施設の長寿

命化工事について

2 吾妻交流センタ‐

跡地の活用について

4 つ くば市水道事業

経営戦略について

5 児童発達支援につ

いて

3 市営住宅北条 日向

団地の駐車場にちい

て

(1)洞峰公園の都市公園事業としての位置づけ

(2)市内施設のマネジメン トの方針

ア スポーツ施設

イ 市民文化系施設

(3)洞峰公園内施設のマネジメン トの方針

吾妻交流センターがつくば市民センターに移動する

ことに伴い、今年いつばいで開鎖されることになるが、

市は吾妻交流センター跡地をつくばまちなかデザイ

社に貸 し出そ うとしている。 しか し、つくばま

ちなかデザイン株式会社は、現段階でも空きが 3区
てお り、吾妻交流センター跡地までオフィスを広

る必要性は感 じられない。

吾妻交流センター跡地は、市民のために活用すべき

と考えるが、市の見解は。

令和 5年 2月 に、北条日向団地に入居 されている

に、隣接する北条保育所跡地を駐車場 とする旨の

内が配布された。その後の進捗状況を伺 う。

令和 5年度上下水道審議会 (水道事業 第 1回 )

議委員から出された意見について伺 う。

(1)市内の放課後等デイサービスを複数箇所経営

ていた事業所が、給付費の不正受給をしていた

いがあるとの内部告発があつたことが報道 さ

た。民間事業所が児童発達支援事業を展開する

で、今後同様の問題が増えると考えられる。市

通常行 う市内事業所への監査の頻度 とその内

|ま。

中

が

市長

担当部長

市長

担当部長

市長

担当部長

市長

担当部長

市長

担当部長

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注1の とおり、

されるようお願いします。

日

付

１



つくば市議会議員 山中 真弓  No,2

※ゞ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるためて会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
日 答弁者

｀

(2)早急に市として、子どもの発達を支援、

る児童発達支援センターを設置すべきと考える

が、市の見解は。     ・



R 51121

一 般 質 問発 言 通 告 書

う 年 rr月 ノ/日

(時 |,分 受 付

(通告書 / 枚)N6.1

下記の事項について、質問したいので通告します。

令和う年//月 21日

つくば市議会議長 様

つくば市議会議昌 塩 田 尚

質 問 事 項 要 』
口 答 弁者

高校難民問題 につ

いて

令和 4年 9月 議会の質問で市立高校の建設は
i

難しいとの答弁を頂き、県立高校新設に向けた県
への働きかけを努力するとの方針でした。

現状と今後の問題解決に向けての市の見解を

伺います。

市長

副市長

教育長

担当部長

※ 一般質問を行うに当たらては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

う お 願 し  ま す _

和
後

令

午



一ｂＤ
ヘ 1121

一 般 質 問発 言 通 告 書

令和ユ 年 /r月 辺/日

午後 3時 マ◇分受付
(通告書 1枚)No.1

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令和 5年 H月 21日

つ くば市議会議長 様

つ くば市議会議員 浜中 勝美

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。                    .

答 弁 者質 問 事 項 要 』
日

1 糖尿病治療中

者対策について

2 農業支援対策に

ついて

厚生労働科学研究の「糖尿病受診中断対策

ガイ ド」では受診中断率は年間約8%、 約 51万

人もいると推計されています。受診中断者は既に

状が悪化 し始めていることも推測 されていま

。糖尿病は放置すると神経障害・網膜症・腎

などの合併症を引き起こします。中でも糖尿病

は進行すると人工透析に移行 します。

現状と今後の取組についてお伺いします。

(1)糖尿病忠者の現状の人数、医療費

(2)透析患者数、医療費

(3)対象者の抽出基準、受診勧奨の方法

本年6月 定例会の答弁で、地域計画作成の

について、10月 から順次、各地域で話し合いを

めていきたいとありましたので、物価高騰対策

・スマー ト農業の推進についてを含め、

を伺います。

長

当部長

市長

当部長



R511121

一 般 質 問発 言 通 告 書

令 和 5年 11月 21日

午 後注S時 よう分 受 付

(通告書 2 枚)_No.1

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令不日5年H月 21日

つ くば市議会議長 五頭 泰誠 様

つ くば市議会議員  あさのえくこ

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで企かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
口 答 弁 者

と いわゆる「外国に

つながる子ども」
の支援について

つくば市には留学、研究、就労、紛争等による

、様々な立場の外国籍市民が暮らしていま

。2021年に行われた「つくば市外国人市民

査」によると、そのうち半数が家族を帯同し、
34%が子どもを伴つています。結果としてつ く

市内のほとんどの小 。中・義務教育学校に、いわ

ゆる「外国につながる子ども」が在籍しています。
「外国につながる子ども」には外国籍、日系人、

親のうち、どちらかが外国籍等の状況がありま

が、今回取り上げるのは「日本語支援が必要

ども」ですも

子どもたちに共通しているのは、自分の意思

はなく、親又はそれに代わる保護者の意思で来日

し、つくば市民となつている、ということです。

子どもの数だけ必要な支援の種類がありま

が、っ くば市 としてこの子 どもたちにどのような

支援ができるかを共に考えることを目的として、

以下伺います。

(1)2023年文部科学省が行つた「外国人の子供

就学状況等調査」において、つくば市が回答

た以下の人数について

義務教育諸学校に就学している人数

外国人学校に就学している人数

不就学の人数

ア

イ

ウ

エ の



つくば市議会議員 あさのえくこ No.2

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

オ 把握できなかつた人数

(2)市内在住の外国人の人数や状況について

ア 小学生年齢の子どもの人数及び日本語支

援を受けている人数
イ 中学生年齢の子どもの人数及び日本語支

援を受けている人数

ウ 就学前の子ども及びその家庭への支援状

況

(3)日 本語支援が必要な子どもへの具体的な文

援の方法について

ア 公立学校における日本語教室設置の状況

(学校数、教員数、支援を受けている生徒数)

及びそれぞれの子どもが受けている支援の

時間数と内容

イ 日本語教室が設置さ′れていない学校にお
ける支援状況

ウ 学校外、放課後、長期休み中等の支援状況
工 高校への進学に関する相談の実施状況

(4)義務教育終了年齢以降の子どもへの支援に
ついて

ア 日本語支援の状況

イ 進路相談の実施状況

ウ 学習支援          ィ

以 上



ト5i4札 2 1

一 般 質 問発 言 通 告 書

令 和 5年 11月 21日

午イ負 3時 ケθ分 受 付

(通告書 2 枚)No.1

下記の事項について、質問したいので通告 します。

令和 5年 H月 21日

つ くば市議会議長 五頭 泰誠 様

つくば市議会議員 小森谷 さやか

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な を求めるため、会議規則第52条編注 1

質 問 事 項 要 』
口 答 弁 者

1 教員に姑す る指

導 と支援体制につ

いて

竹園東小学校の教員による不適切な指導によ

り、児童 3人が登校できなくなり、 1人が

ざるを得ない状況に陥つていたことが、10月

に新聞各紙やネット手ユ~ス などで広く報道さ

ました。これら報道の多くは「トイレ指導」の

をクローズアップしていましたが、当該教員

適切な指導については、その改善を求める声
4年前の赴任当時から継続 して複数の保護者

ら上がっていたと聞いています。

(1)こ の件についての総括を伺います。 どの

点で何をどうすれば良かったと考えていま

すか。また今後の姑応は。

(2)教員による不適切な指導については、こ

教員の他にも声が届いていますが、I児童生

や保護者から声が上がうた時、学校や市は

のような姑応を取ることになつているでし

ょうか。

市長

教育長

担当部長

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



質 問 事 項 要 島
日 答 弁 者

2 情報。コミュニケ
ーション条例と聴

覚障害者に対する

支援について

今年4月 、つくば市内の 11の福祉団体が連名
で「つくば市障害者情報アクセシビリティ・コミ
ュニケーション施策推進条例」 (以下「情報 。コ

ミュニケーション条例」という。)の制定施行に

関する要望書を二十嵐市長に提出しました。この
「情報・コミュニケーション条例」は、全国各地
で制定された手話を必要とする方の権利を保障

する「手話言語条例」にとどまらず、多様な障害
により情報の取得やコミュニケーションが難し
い人が、不自由なく社会生活を送れるよう、環境
整備を目指すものです。この条例制定に向けての

進捗を伺います。
また、この要望書提出に至るまで数々の学習会

を開催し、意見交換の場をつくるなど中心的役割

を担ったのはつくば市聾者協会です。「情報・コ

ミュニケーション条例」制定と並行して具体的な

事業についても要望活動を重ねているというこ

とですので、それぞれについても進捗を確認した
いと思います。

(1)条例制定の進捗状況

(2)聴覚障害者に姑する災害時の訓練の状況

(3)手話 を必要 とす る高齢の聴覚障害者に対

する老人福祉施設等でのコミュニケーシ ョ

ン確保の状況

(4)手話通訳者派遣事業の封象範囲拡大につ

いて

市長

担当部長

つ くば市議会議員 小森谷 さやか No。 2

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



P＼
51ィ 421 一般質問発言通告書

下記の事項について、質問したいので通告します。

令和 5年 ■月 21日

つくば市議会議長 五頭泰誠様

令不日5年 ll月 21日

午 夕々3時 す,分 受 付
(通告書  立 枚)No。 1

つくば市議会議員  川村 直子

質 問 事 項 答弁者

1 つ くば市
ロカー ボ ン

テ ィ宣言 に

る具体 的取

について

猛暑、大雪、豪雨などによる災害が続発しています。ここ

の間に、深刻な被害をもたらす局地的豪雨が全国的に約

に増えました。2023年の夏は、過去 120年間の観測史上最も

かったことがわかっています。気候危機は命の危険を伴 う

とな り、地球温暖化対策は待 つたな しの差 し迫つた課題で

対策の中でも気温上昇に影響する C02削減が世界中の急務

。2020年時点で、中国、アメリカ、インド、ロシアに次い

日本が 5番 目に多くC02を排出、その総量は世界全体の C02排出

量の約 3%を 占めているため、日本でも C02削減は国を挙げての

重要課題 と認識 されています。
つくば市においても、2022年 2月 、2050年までに C02つ

'出を実質ゼロとする「つくば市ゼロカーボンシティ宣言」を行い

ました。                          ｀

市の地球温暖化紺策実行計画では 2050年の目標達成に向け、

からおよそ 6年後、2030年までの中期目標が挙げられていま

が、具体的な取組へさらに注力しなければ間に合いません。

地球温暖化対策実行計画に基づく取組や新たな施策にういて

います。

(1)公共施設に関する 「第 3次つ くば市役所地球温暖化対策

計画事務事業編」

重点取組の進捗状況

ア 公共施設への太卜易光発電設備導入に関する調査結果 と

設置予定

イ 公用車のガソリン車から電動車への入れ替え

ウ 公共施設における照明の LED化

市長

教育長

担当部長



つ くば市議会議員 川村 直子 No。 2

※ 一般質問を行 うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第 52条編注 1の とおり、通告

書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるようお願いします。

質 問 事 項 要 島
ロ 答弁者

(2)「環境基本計画」及び「つくば市地球温暖化対策実行計

(区域施策編)」 改定における検討内容について ′

ア 2030年 までの C02削減目標値を、国の目標値の

引き上げに伴い、現行の 2013年度比 26%か ら 46%な いし

50%へ引き上げる考え

イ 法に定める「特定事業者」 (C02多量排出事業者)への働き

かけ

ウ 関連情報の周知や広報の促進
工 専門知識を持つ市内研究所などとの連携
オ 計画の進捗管理の強化

(3)環境省 「脱炭素先行地域」につくば市が選定されたことにつ

いて

ア 選定までの経緯や事業内容などの概要

イ 事業の推進、進捗確認、見直し等の概要

(4)「つくば市緑の基本計画」改定にっいて

ア 次期計画策定の進捗状況
イ 地球温暖化姑策実行計画と連動させる考え

(5)「気候市民会議つくば 2023」 の取組状況

ア 市民参加の方法と現在までの実施状況

イ 会議で提案された意見のいかし方について



八 5114121

/'

一 般 質 問発 言 通 告 書
令 和 5年 11月 21日

午後 3 時 争う
~分

受 付

(通告書 2 枚)No,1
下記の事項について、質問したいので通告します。

令不日5年H月 21日

つくば市議会議長 様

つくば市議会議 皆川 幸枝

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

1 気候変動を

見据 えた防災

対策について

2 学校給食と

有機農業推進

について

気候変動によるこれまでにない豪雨が発生しており、

今後も、河川氾濫だけでなく内水氾濫も発生することが

予測されています。

また、大規模地震が数十年以内に高い確率で発生する

ことが指摘されています。国の地震姑策本部の発表で、

震度 6弱以上の地震が 30年以内に発生する確率が茨城

県でも26%以上と予測されています。以下について伺い

ます。

(1)想定している災害リスク

(2)住宅耐震化の状況と対策

(3)備蓄及び避難について

(4)市民への情報発信と地域毎の防災対策

(5)土砂災害警戒区域にある公共施設

欧米や韓国、国内では今治市、いすみ市、茨城県内では

常陸大宮市、笠間市で学校給食への有機農産物の導入が進

んでいます。農薬等によるアレルギーや DNA等、心身への

影響を指摘する研究論文はいくつも発表されており、昨今

ではスーパエの店頭でもオーガニック食品を多く目にす

るようになりました。成長段階にある子供達に毎日食べさ

せる食品を可能な限り安全なものにしていく責務がある

と考えます。

また、有機農業は農薬や除草剤を削減することから、土

市  長

担当部長

長

長

長
育
摯

市

教

担

※ 一般質問を行うに当たうては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



つ No.2

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします志

質 問 事 項 答 弁 者

壌や自然環境への負荷を軽減させ、持続可能な農業と言わ

れており、積極的に進めていくべきと考えます。以下につ

いて伺います。

(1)学校給食への有機農産物導入の計画と課題

(2)有機農業推進

ア 進捗状況と課題

イ 市内の有機農産物の生産状況

ク



P5i44,22

一 般 質 問発 言 通 告 書

牟需舟羅サ年丹兆肇鳥
(通告書 2 枚)No。 1

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令和 5年 H月 22日

つくば市議会議長 様

つくば市議会議員 飯岡 宏之

※ 一般質問を行 うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、                             されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
日 答 弁者

1 新設校 開校 に

お け る栗原 小 学

校 の今 後 につ い

て

2 洞峰公園の無償

譲渡について

栗原小学校の今後について令和 5年 10月 14日

に保護者説明会、令和 5年 11月 19日 に地域住民

明会が開催されましたと

以下についてお伺いします。

(1)説 明会においての保護者と地域住民の

見に対する市の考え

(2)学区審議会の中で提示されたアンケー ト

の内容とこれ力半ら市が行うアンケー ト

(3)栗原小学校を小規模特認校にする計画

H月 の全員協議会において、洞峰公園の無

による移管について市が見通している今後の
。更新費用の考え方、また、洞峰公園の

か ら市への無償譲渡 についてのア ンケー ト

(案)について説明がありました。以下について

いします。

長

長育

市

教

担 当 部 長

市 長

担 当 部 長



質 問 事 項 要 一
日 答 弁者

3・ 高エネ研南側用

地について

(1)維持管理 。更新費用に姑する市の考え

(2)長寿命化計画及び健全度調査についての

市の考え

(3)ア ンケー トの内容及び結果に封する市の

判断

9月 定例会で防災拠点早期着工などについて

聞きしました。H月 にいよいよ高エネ研南側用

内の樹木伐採が始まると聞きましたので、以
についてお伺いします。

(1)樹木伐採前の住民説明会開催の有無

(2)防災拠点早期着工に向けた事業者への

からの働きかけ

(3)今後の事業スケジュール及び予定建築
の用途の再確認

市 長

担 当 部 長

市 長

担 当 音卜、長

つ くば市議会議員 飯岡 宏之  Not_と二

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



R5111124

一般 質 問発 言 通 告 書

令 和 5年 11月

午れ紗時2つ 分
(通告書  十 枚 )

下記の事項について、質問したいので通告します。

令不日)年 r/月 2た 日

つ くば市議会議長 様

つくば市議会議員  小野 泰宏

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

日

付

１

４２

受

Ｎｏ

質 問 事 項 要 』
口 答 弁 者

1 重点支援地方交

付金 についてのつ

くば市の対応につ

いて

2 コミュニティ・ス

クール の取組状況

について

現在、国会において、審議されている 2023年

度補正予算案には、低所得世帯への7万円給付を

含めた「重点支援地方交付金」が計上されていま

す。同交付金は、国の補正予算成立後、自治体ヘ

配分される予定になつています。迅速な給付のた

めには、自治体が補正予算を編成し、議会で成立

させる必要があります。
また、同交付金には、物価高対策など地域の実

情に応 じて柔軟に活用できる推奨事業分も盛 り

込まれています。上記のことをつくば市で迅速か
つ具体的に実現していくための考えや取組につ

いて伺います。

コミュニティ・スクールについては、現在、学

園単位で取組が進められています。
コミュニティ・スクエルとは、学校と保護者や

地域の方々がともに知恵を出し合い、学校運営に

意見を反映させることで、一緒に協働しながら子

供たちの豊かな成長を支え「地域とともにある学
校づくり」を進める取組になります。
令和3年 12月 議会においても伺いましたが、

現在の状況や課題、今後に向けての予定について

伺います。          .

市長

担当部長

教育長

担当部長

うお願いします。



卜51112/1

一 般 質 問発 言 通 告 書

令 和 5年 11月 24日

午 誦 il時 〕θ分 受 付

(通告書 1 枚)No.1

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令和 5年H月 24日

つ くば市議会議長 様

つくば市議会議員 金子 和雄

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 』
口要 答 弁者

1 市域 を運行す る

民間路線バスにつ

いて

2 児童発達支援セ

ンターについて

民間路線バス会社の経営難等により、バス路
の廃線や縮小、時には路線バス事業自体の廃業

どが全国的な問題となっています。

また、令和 6年 4月 から施行される運転士の労

時間について改善基準告示が改正されること

、運転士不足が顕著となり、市域を運行する

路線バスの減便等、市民の利便性低下が懸念さ

ます。
そこで以下伺います。
(1)民間路線バスを維持するための市の事

について

(2)民間路線バス路線「桜ニュータウンーつく

ばセンター線」が廃線となつた経緯について

(3)現在までの「桜ニュニタウンーつくばセン

ター線」の地元住民との協議状況について

市で児童発達支援センタ=を設置すること

り、新たなスター トを切るが、スケジュール

め、今後の予定について伺います

市長

担当部長

市長

担当部長



R5,1124

一 般 質 問発 言 通 告 書
令和 5年 11月 24日

午悠ミ1時心分 受 付

(通告書 1枚)No.1
下記の事項について、質 F口可したいので通告します。

令和 5年 11月 24日

つくば市議会議長 工頭 泰誠 様

つ くば市議会議員 中村 重雄

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第 52条編注

1の とおり、                           される

ようお願いします。

質 問 事 項 要 Ｂ
日 答弁者

1学校施設の老朽

化 の姑応 につい

て

2 新設校の通学

路 の安全紺策に

ついて

(1)建設年度の古い校舎について

(2)学校プールについて

(1)通学路の安全対策について

(2)騒音対策について

市長

教育長

担当部長

市長

教育長

担当部長



忠5,1lj 24

一 般 質 問発 言 通 告 書

令 和 5年 H月 24日

午雅 イ時 ,ο 分 受 付

(通告書 1 枚)No,1

下記の事項について、質問したいので通告します。

令不日5年 11月 24日

つくば市議会議長 様

つ くば市議会議員  塚本 洋二

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
ロ 答弁者

1 つくば駅及び周

辺の駐停車場につ

いて

2 研究学園地区周

辺の渋滞対策につ

いて

3 教育行政につい
て

つ くば駅利用者が自家用車などで送迎する際の

駐停車場 (スペース)について、以下伺います。

(1)ロ ータリー横のキスアン ドライ ド駐車場に

ついて

(2),周辺の駐停車場及び路上スペースについて

研究学園地区周辺については、平 日朝・夕の時間

帯及び土 。日・祝 日の渋滞や混雑 している状況があ

りますが、対策について以下伺います。

(1)現在の状況及び対策等について

(2)今後の封策及び課題等について

都活動の地域移行について、現在の状況と課題及

び今後の見通しと課題について伺います。

市長

担当部長

市長

担当部長

市長

教育長

担当部長



【.5111,24

一般質問発言通告書

令和  5年  11月  24日
午 イ狂 1時 3∫ 分 受 付

(通告書  1枚)No.1

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令和  5年  11月  24日
つくば市議会議長 工頭 泰誠 様

つくば市議会議員 小村 政文

※ 一般質問を行 うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第 52条編注
1の とおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入され
るようお願いします。

質 問 事 項 要 』
日 答弁者

1 ごみ収集の今後
について

2 地域文化の醸成
について

昨今では少子高齢化に伴い、市内でも人口減

少・高齢化が顕著な地域が散見される。 しか

し、・家庭ごみの収集方式は、粗大ごみなど一部

を除きステーション方式での収集であり、地域
によつては家庭から収集所までの距離が遠く、

高齢化によりごみ出しが難しくなっているとこ

ろもある。そこで、これからのごみ収集につい

て以下伺う。

(1)家庭ごみの戸別収集の導入について

(2)ス マー ト化によるごみ収集の効率化につい

て

つくば市は現在、TX沿線地域を中心に人口が

増加 している。学校も新設されその勢いは増す

ところだが、市民からはその地域に根差した文

化がないため、住民が一つになれるような地域
の文化を求める声も上がっている。こうした地

域文化を醸成 していくため、市の考えについて

伺う。

市長

担当部長

市長

教育長

担当部長



降5111124

一 般 質 問発 言 通 告 書

令 和 5年 H月 24日

午後 雰 時 15分 受 付

(通告書 2 枚)No。 1

下記の事項について、質問したいので通告します。

令和 5年 H月 24日

つくば市議会議長 様

つくば市議会議員 木村 清隆

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

1 孤独・孤立対策

推進法について

孤独・孤立対策推進法 (以下「法」とい う。)が|

令和 6年 4月 1日 に施行 されます。

法の趣 旨は、「孤独・孤立に悩む人を誰ひとり

取 り残さない社会」や 「本目互に支え合い、人と人

との「つなが り」が生まれる社会」を目指すこと

です。

法では、孤独・孤立姑策 (孤独・孤立の状態か

ら脱却することに資する取組)について、①孤

独・孤立の状態は人生のあらゆる段階において何

人にも生じ得るものであり、社会のあらゆる分野

において孤独・孤立対策の推進を図ることが重要

であること。②孤独 。孤立の状態にある者及びそ
の家族等 (当 事者等)の立場に立って、。当事者等
の状況に応 じた支援が継統的に行われること。③

当事者等に封しては、その意向に沿つて当事者等
が社会及び他者との関わりを持つことにより孤

独・孤立の状態から脱却して日常生活及び社会生

活を円滑に営むことができるようになることを

目標として、必要な支援が行われることを基本理

念として定めております。
また、孤独 。孤立対策に関し、国や地方公共団

体の責務等も規定しております。

市長

教育長

担当部長

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

2 公共スポーツ施

設について

これ らについて、以下伺います。

(1)子供、現役世代や高齢者に対する、これま

での市の孤独・孤立対策について

(2)法施行に向けた市の取組 (準備)について

学校施設も含め、市が経営・管理している野

場、ノフ トボール場、サッカー場、多目的広

、体育館アリーナ、卓球場、柔剣道場、テニ

スコー トなどの利用状況及び管理について、並

びにスポーツ施設の予約システムについて、伺
います。

市長

教育長

担当部長

つくば市議会議員 木本寸清隆 No。  2

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



RO:1124

一 般 質 問発 言 通 告 書

令 和 5年  H月  24日
午イ後 2時 写∫分 受 付

(通告書  1 枚)No.1

下記の事項について、質問したいので通告します。

令和 5年 ■月 24日

つくば市議会議長、様

つくば市議会議員 黒田 健祐

要 』
口 答 弁 者

1 つくバス減便に

伴 うつくば市の公

共交通政策への影

響について

2 高齢者 日常生活

支援事業(すけつと

くん)について

人材不足と時間外労働の規制により減便が報
じられているが、つくば市の公共交通政策への影

響について伺います。

現状 と課題について伺います。

市長

担当部長

担当部長

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第52条編注 1

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。


